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ロートベルトゥスの「近代」社会形成論

一一一教育による人間・社会形成

溝端 剛

I は じ め に

これまでのわが国におけるロートベルトヮ只(].K. Rodbertus， 1805-1875) 

研究は，価値論・剰余価値論・恐慌論・地代論といった経済学の個別領域を中

心としたものが多く叱しかもその際， マノレグス経済学という高みから， ロー

トベルトゥスの経済学をみるという手法がとられている。たとえば，わが国の

ロートベルトゥス研究の第一人者とされている平瀬巳之吉氏は，ロートベルト

ゥスを次のように捉えているへそれは，古典派経済学の解体からマルクユ経

済学へと至る「中間の…・・最大の環」であり， Iロートベノレトゥ λ は，マルク

スの先駆者としてマルク只によってのみ生き，マノレタスによっ亡のみ死んだも

のである」と。しかし，こうした7ブローナは， 戸ートベノレトゥ九の経済学が，

事実問題として，マルクス経済学に完全に包摂されるならともかく，ロートベ

ノレトゥ λ 研究そのものにと勺ては，むしろマイナス要因と Lて作用するもので

あろう。

他方 p トベノレトクユの思想、研究は，経済学研究と比較すれば，その数は

1) 古いものとしては，小泉信ニ.IPオドベルトスの芳働価値学説とマ均利閏率の問題ム 192C年，
「ロオドベルトスの地代論とリカルドム 1920年， Iロオドベルトス白『資本論JJ (原題「ロオ
ドベルトス由経済学説補遺JJ1921年. 1 価値論ょにおける生産費説と労働説J.1922年. ，ずれ

も『価値論と社会主義』として『小泉信三全集』第3巷，文芸春秋，に収録。平瀬巳之吉. w古
典経済学の解体と発展J. 日本評論社. 1950年。吉田茂芳， I古典派恐慌論争とロードベルトゥ
スJ. ~龍#大学経済学論集』開学記念 1 ， 1961年12月。最近白ものとしては， 金子甫， Iマル
クスの地代論とロ}ドベルトゥスの地代論」上下. ~龍各大学経済経蛍論集』第21巷第 4 号，

1982午 3月，第22者第1号， 1982年6月，などがある。
2) 平瀬，前掲書， 2ベージおよび19ベージ。
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少なLJ30 1さきの平瀬民は Iいまでは彼の主L会思想を問題にするのは全くの

愚であろう」と断言している心。 なぜそう言い切れるのかは定かではないが，

おそらし 「ポンメノレγ の地主」・「ユートピアC'J・「国家社会主義」といった，

ロートベルトゥスに貼られ叱レッテノレの故であろう。しかし，その数少ない研

究のなかでも， ロートベノレトゥスの思想、を論じた人 tLて，まず，小泉信三氏

があげられようへ氏は， ロー}ベノレトヮスを，歴史哲学的思想に立劇lした，

個人の利害・幸福ではなく社会とその進歩に力点を置いた思想家・分配理論の

大成者と Lて捉えている。しかし，氏にあっても「国家社会主義者」というロ

ートベルトヮスの一面が前面に押し出されすぎているように思われる。ロート

ベルトゥスの処女論文「労働諸階級の諸要求」の編集者である A.Skalweitが

述べていることからわかるようにへ彼の思想あるいは思想的立場は，一義的

には，確定されえないものである。

こうした研究状況のなかで，本稿はp と〈に， 1848年革命前後を中心に， ロ

ートベノレトゥスの社会認識を内在的に検討することによって，彼の「近代」社

会形成原理を摘出しようとするものである。

Il 普通選挙権の導入に関するロートベルトゥスの基本的態度

「マノレグ旦も私も，ベノレリ y選出代議士と Lてのロードベノレツ月四演説と大

臣としての彼のやり方を1848年に『新ヲイ Y新聞』で批判世ねばならなくなる

3) 'J、長信三. iロオドベルトスの国家社会主義J. 1921年. ~小泉信三全集』第2 巻， に収録。
吉田茂芳". iロードベルトソスの最却の論文についてJ. ~一橋論叢』第33巻第5 号， 1955牛5

月。森三十郎. iロートヘルツスの社会主義J. "福岡大学法学論叢』第23巻第i号， 1978年6
月。周 IP トベノレツλ 昭社会国家J.同捕23巷第2サ， 1978年11月。同. iロートベルツス
と封働問題J.同車23巻第3・4号， 1979年 3月。同. i君主制と社会主義一←ロートベルツス白
昼鮮について一一J.同第四巻第l'2・3・4号， 1985年 3月。

4) 平瀬，前掲書，序言2ベージ。
5) 小泉，前掲論文書照。
6) i保守主義者は彼自うちに軽率に危険なととをする社会主義者をみていた。 自由主義者は
彼の国家干捗にはかかわりた〈なかった。民主主義者は，彼が議会主義の信奉者ではなく，文，
多数というす神田治ゆ力を信じていないとレうことにζだわったJo Sot.ialokonomische Texte， 
hrsg. VQn August Skalweit. Heft 5， 1946， S. B 
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までは， ロードベノレツスの存在については 言も聞かなかった。吾々は，か〈

も突然に大臣となったロードベノレツスとはいったい何者かと， ライ Y選出代議

士に訊ねたほど無知であった」円。これは，周知のとおり r割」窃」問題につい

℃エンゲノレスが当時を回顧，~て語った言業であるが， このことからわかるよう

に，少なくとも，インターナショナノレな立場に立つマルク λ ，エンゲルスにと

っては，後述のようにインターナショゴノレな視角をもちつつも， ドイツという

ナV'"ナノレな立場に固執し続けたロートベルトワ九ば，影の薄い人物であった。

ここで， 1848年甫命時のドイツにおける党派形成と，ロートベルトゥスの政

治的活動を少しふわ返っておとう。

シュターデノレマンによれば8) 革命前のドイツには，政府派左反政府派の三

派しか存在していなかったc しかもこの二派はまったくの雑多政党であった。

つまり，前者には，啓蒙主義的精神，ロマ Y主義的精神をもっ人々をはじめ，

絶体主義者，封建主義者，ヘーゲノレ主義者等々が混在していた。後者には，急

進主義者3 穏健主義者，民主主義者，自由主義者等々がいた。しかし，この状

況は，革命を境にして様相を変える。つまり，各地の議会で，綱領をもった近

代的な意味での政党が形成されるのである。ロートベルトクスの政治的活動の

舞台であったプロイセン議会に焦点をしぼれば，四つの党派が形成されてい

るヘ一つは右派で，議会の過半数を占め，原理的には封建制度を批判し，実

践的には王制・ユンカ一階扱との妥協を志向するもので，ライヒェンシュベノレ

カ ξ ノレデ 7ラポウらがいたo 第二に， フォン・ウンルー， ドヮンカー，

ギーノレケ，ピレットらの中央右派があり，第二白中央左派には，プ ハー， ロ

トベルトヮ只らがいた。最後に，左派があり，そこにはヨハン・ヤョーピ，

7) K. Marx， Das Kapital， Bd. 2， Dietz Ver1ag， 1976， 55. 1金15.長谷部文雄訳「資本論j 3. 

青ノド書届， 1975年， 15ベーン。
8) R. Stadelman， Soziale und politische Geschickte der Revolutωn 'Von 1848， 1948， 55. 83-84， 
大内宏一訳 n848年ドイツ革命史j，創立社， 1978年， 115-116ベージ参照。

9) F. Mehring， Gesckichte der deutschen Sozialdemokratie， Erster Teil， 1960， 55. 372-375， 
足利末男平井控彦林功三野村修訳「ドイツ社会民主主義史』上， ミネルグァ書房， 1968年，
298-300ベシ参照。
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ヴァノレデックら，共和主義者，共産主義者，北ドイツの小ブノレジョア層の急進

的分子などが集まっていた。 これが， 革命後のプロイセ γ 議会の図式であっ

た。

当のロートベノレトゥスは， 1841年に郡=地方補佐代表に選出されJ 新連邦租

税原則・新連邦規則の計画委員に任命され， 1846-1847年にかけて， r労働諸

階級福祉パノレト支部」の代表となる。 1847年には地方州議会議員に選出され，

1848年には，草命後のハ Yゼマン内閣に文部大臣 (Ministerfur Kultus und 

Unterricht) として入閣， 1849年にはトリーアおよびベノレリンから計 3回議員

に選出さtL，同年の議会解散正同時に以後政治から身をヲ1<，という政歴をも

っている。この間，彼は，さきにみたベノレリン議会内の一党派であった中央左

派聞の領袖として活躍するなど，革命前後に， ドイツ プロイセンを舞台に，

政治の表舞台に立っている。 r国民主権と国民的統一の勇敢なるブルジョ 7的

民主主義的先駆者」というのが， 1848/49年革命がロートベノレトヮスに与えた

像であった山。

次に， ロートベルトヮコえがいかなる立場に立つ人物で， どのような思想をも

っていたかを見ることにしよう。ここでは，彼自身「時代の問題」であったと

述べている「普通選挙権」の導入をめぐる彼の態度を検討することによって，

彼の思想的枠組の考察の第一歩としたい。

ロートベルトゥユは，後にそーリッツ・ヴィノレトによって「ロ lベノレトゥ

スの忘れ去られた論文」と呼ばれた「普通選挙権の問題と歴史について」とい

う論文山を， 1849年に. "Demokralil:iche Blatter“(1849年 8月 3日，第 5号〕

に公表している。 ζ白論文で r普通選挙権」についてのロートベルトゥスの

基本的態度をみることができる。

10) 中央左派。綱領は N叫四日1Zeitung， 1848， 19. Juni， Nr. 76に掲載されている。 Rodbertus.
Gesammelte Werke叩 dBriefe， hrsg. von Th. Rarnm (以下，R.G.W.B と略記)， Abt.I. 
Bd. 2， 1971， 5S. 891-894.に止又婦、

11) G. Rudolph， Karl Rodbertus und die Grundrententheorie. 1984， S. 18. 
12) Rodbertus. Zur Frage und Geschichte dl口 atlgemeinen Wahlrechts， 1849， R ιW. B.， 

Abt. 1. Bd己1971，丘 785
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ロートベノレトゥスは， 1848年草命時に設立された「選挙法準備議会」の一員

であった。それは，グラフ・アルコムを議長とし， ずィ γヶ， グラポウ， ミノレ

デなどの右派をメ Yバーとするものであった。ロートベルトゥスは，普通選挙

権の採用をめぐる審議の様子を書き留めた「日記」を，当時の証拠として，乙

の論文で採用している。ロートベノレトゥスは，普通選挙権の歴史的妥当性につ

いて論じたあとで， 1848年 3月当時を回顧して次のように述べている叫。 i私

がたョた今説明しようと努めたもり〈普通選挙権の歴史的妥当性一一引用者〉

の真実性については，心から確信しているにもかかわらず，昨年の 3月には普

通選挙法に対する反対意見もありえたのというのは，当時，その採用は時代の

問題でも確かにあったからである。 …・身分的に仕上げられた絶対主義から完

全な民主主義制度への不意の突然の飛躍の危険は，あまりにも大きすぎて，何

らかの一時的な過渡的および緩和手段によっては取り除けないという意見もあ

りえた。私自身， 昨年の 3月にはこの見解に賛成だった」。ここにみられるよ

うに， i普通選挙権」の採用は， ロートベノレトヮスによって， r時代の問題」

つまり「絶対主義」から「完全な民主主義制度」への「飛躍」として位置づけ

らhてし、る。

では，そのように位置っけられた「普通選挙権」に対して， ロートベルトゥ

スはどのような態度をとったのであろうか。ロートベルトゥスも諸手を上げて

の賛成ではなかった。さきのロートベノレトゥスの言葉か bわかるように， i準

備議会」の主たるメンパーであった右派の人々だけでなく，日ートベルトゥス

自身も，その採用には恐怖感を抱いていた。しかもその恐怖感は，単に王観的

なものではなく，草命と L寸恐怖が客観的にかもし出したものであった。草

命=恐怖→普通選挙権の採用→恐怖。 i私には，恐怖だけがこの章稿の主題で

あ45かのように思われるJ14)。とろした捉え方に，ロートベノレトゥ旦の「普通

選挙権」をめぐる心理的葛藤がみられる。しかし，結論的には，伎は， 定の

13) Ebenda， S. 789. 

14) Eるenda.S 千百0

15) Ebenda， S. 790 
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条件をつけた上で，その採用を要望している。 IたLかに私は，万人の代表権

を望んでいたけれども， しかし同時に， さしあたってなお， 産業上・農業上

の利害関係者にある一定の擁護を保証するような決定がなきれることを望ん

だJm。

では，このようにロートベルトヮ月をして自らの心理的葛藤を解消させたも

のは何であったのだろうか。それは，直接的には， I普通選挙権」の歴史的妥

当性についての伎の確信であるが， しかし，さらにその背後には， 1庄の思想の

枠組とでも言うべき新たな社会構想があるのである。

ここでしばらく「普通選挙権」の歴史的妥当性についてのロートベノレトゥ λ

の議論を追ってみることにしよう。

この論文の冒頭で，彼は， I平等な普通選挙法は，近代国家の必然的発展の

うちにある」正述べ，この命題を， I今回の社会と以前のすべての歴史的状態

との固有の相違J，厳密には，ギリシア・ローマ古代，中世，近代の相違を考察

することによって，基礎づけようとしている回。

ロートベルトゥスは，アテネを例にとり，古代の特色を次のように述べてい

る1730 アテネには400000人の奴隷と150C日人の異国人 (Fremde)が住んでいた

が， この 2つの階級は，アッティカの社会では，今日分業とよばれている相互

的な使役・扶助給付の諸機能を営んでいた。彼らは，その地方の社会 (G田 elI.

schaft) に属していたけれども，国家 (Staat)からは排除されていた。つまり，

古代の異国人・地方民 CProvinziale)は，国家の市民権を享受せず，又，共同

体の負担，祖国の防衛等々といった市民的義務も負っていなかった。それに対

して， 20C日O人の7テ不市民だけが国家を形成し，しかもその国家市民聞の関

係は平等なものであった。 I古代は，完全な市民的平等性と，国家内での完全

ではないにし Cもしかし大きな政治的平等性を示している」。しかし，古代社

会内部，つまり，市民と異国人地方民と奴隷とり問には，ひどい不平等性が

16) Ebenda， S. 785 

17) Ebenda， 55. 785-7813 
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存在していた。

それに対して，中世では，古代の社会の一部の国家からの排除は，すでに終

わっていた。つまり，社会のすべての部分が国家に属するようになる。 LかL

この社会の国家への吸収によって，古代社会内部にみられた不平等性がなくな

ったかわりに，国家内部における不平等性が顕著なものになった。つまり，国

家と教会，都市と地JJ.貴族・農民・農奴との対立，およびそれぞれのカテゴ

ロー内部でのさまざまな等級が生じた。こうした「中世国家の構成員の状態の

多種多様な不平等性に対して，古代の国家市民相互の関係はひとつの大きな一

様性という光景を提供しているJ'へ

このように， ロートベルトゥ λ は，古代=国家市民間の平等性，社会内部で

の不平等性，中世=国家内部の不平等性，と捉えた上で，近代を古代と中世の

「融合」として位置づける。 i古代の社会の差別と中世の国家の差別はともに

終わったJ'へそして彼は，近代の特徴を次のように述べている加。 i国家は，

中世におけるように，全社会の上に広げられているが，しかし今日では，全社

会は古代国家の市民的平等性を提供している。もはや社会の一部が国家から排

除されることもなければ，国家内部で，ある部分が他の部分に服従するという

こともない。社会のすべての構成員は，市民的にもまた，同じように自由で，

同じように権利をもち，同じように義務づけられた国家の構成員である。今日

の社会および今日の国家のすべての構成員の市民的関係におけるこうした同質

性は，今日の時代の特徴であり，そして，すべての以前の歴史的時期とのその

非常に大きな相違である」。

ιのような，いわば歴史哲学とでも言うべき歴史認識を基礎に， ロートベル

トゥスは i平等な普通選挙法」が「発展。自然的目標」に他ならず. i我々

のすべての社会的諸関係の独自性は，制しがたくその目標に突き進み，そして

古代困家からの類推のすべてが，この急迫性の根拠を弁護しているJと述べて

18) Ebenda. S. 786. 

19) Ebenda， S. 786 

20) Ebenda， 58. 786-787 
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いる 2130

以上からわかるように， ロートベルトゥスが理想とする社会は，古代の市民

関係を全社会的規模で実現した社会であって，これは彼の思考バターンのひと

つと言ってよいであろう。ともあれ，こうした歴史哲学をもとに，彼は，普通

選挙権の採用について，次のように，断言している加。 iたとえ昨年の 3月の

普通選挙権の採用がなお非常に危険にみえたとしても，今日立は祖国の友人た

ちは，その暴力的な中止をただ深い悲しみでみている。反革命の途上でそれを

再び除去することは，最大の不正であるだけでなく，最大の愚行でもある」。

反草命一一1849年 5月30日のいわゆる「三級選挙法」 が進行するにつれ

て，当初抱いていた普通選挙権に対する不平感が薄らぐということも考えられ

るが，さきにみたように普通選挙権に対して恐怖感を抱いていたロートベルト

ゥスとは思えない発言内容であ畠o 古代・中世・その融合としての近代，とい

う図式によって，普通選挙権の歴史的妥当性については「心から確信」してい

たロートベルトヮスではあったが， i絶対主義」から「完全な民主主義制度」

への「不意の突然の飛躍Jに危倶感をおおい隠せなかったロートベルトクエえで

はなかったか。何がロートベノレトヲエえをして上のような「断言」に至らしめた

のであろうか。ロートベルトヮスをして語らしめよう。 I今日でもそれに付け

加えるものは何もない」と付言した上で， I例の激動の日々」をつづった「日

記Jから，次の 節を引用している 23)0 Iおそら〈反革命によってのみ変化さ

れうるであろうこの選挙法が，無政府状態および内乱に至るということは，断

じて不可避的ではない。・・これは教育 (Unterrichtund Erziehung)によっ

てのみ可能である。それゆえ，私は，今日では，以前よりもまして，国民教育

(Nationalerziehung) を，将来の最も深遠で本質的な課題とみなしている」。

ここにみられるように，ロー}ベルトク九にとって，普通選挙権の採用は，

「教育」による「人間形成 (Bildung)J と相まって進められるべきものなの

21) Ebenda. S. 787 

22) Ebenda， S. 792. 
23) Ebenda， S. 79] 
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である。ロートベルトクスは，この「教育」によって，法制度の外的な紀律

(Zucht). 軍人・警察国家のより表面的な紀律にかわる，個人の人倫的意志

(sittlicher Wille) という内的でいかなる時にも失なわれない把律が形成され

ることを望んでいるのである。 r野蛮および無知からの解放，つまり，上層階

級と同じ下層階級の人間形成 (Bildung) は，最も差し迫った要件であり，新

たに組織される社会の特徴的なメノレクマーノレであるJ24)0ι の教育による人間

形成・社会形成という戸ートベルトクスの構想が，普通選挙権の採用に対して，

かくも力強い立場をとらせたと言っても，過言ではなし、。

以上，普通選挙権の採用をめぐるロートベルトゥスの基本的態度を手がかり

に，彼の思考のパターン，つまり，古代・中世・近代の歴史的比較という手法，

古代社会の市民関係を理想化する思考様式，きらには，教育によ墨人間形成・

社会形成という彼の思想の底流を見てきたわけであるが，次節では，彼の処女

論文「労働諸階級の諸要求J (1839年)にまでさかのぼり，彼の思想の底流

一一教育による人間・社会形成ーーを検討することにしよう o さきの「以前に

もまして」とL、うロートベルトゥスの言葉から推察できるように，この，教育

による人間・社会形成=新しい社会の特徴的メルクマーんという捉え方は3

1849年の論文で初めて出てくるものではない。次節でみるように，それは彼の

処女論文のなかにみられるものであって，彼が当初からもちあわせていた考え

であった。それを彼の近代社会形成原理として捉える所以である。

III ロートベルトゥスの主士会形成原理一一体系の出発点

ロートベノレトゥ λは1839年に， " Augsburger Allgemeine Zeitung“に「労

働諸階級の諸要求J25)を寄稿するが，彼によれば，この論文で警鐘をうちなら

24) Ebenda. S. 791. 
25) Rodbertus， Die Forde門 tngender arheitenden Klassen， 1839， R. G. W. B.. Abt. I， Bd. 1， 

1972，吉田茂芳訳「ロードベルトクス W9f働諸階扱の要求.ll1837年J. C龍各大学経済学論集』館
3巻第3号. 1964年。なお，この論文の執筆時期については， 1837年とする説もあるが，現在の
通説にしたがって， 1839牛とした。又，訳文については，筆者のものによる。
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された危険が「われわれの社会組織には見いだきれないJ26)という理由で，採

用を拒否されている。彼の生前には断片的にしか公表されず，名を挙げられる

こと多〈論じられることの少なかったこの伎の処女論文が，ロートベルトゥス

の数多い論文のなかで，どうし、う位置を占めているか，彼をして詰らせしめよ

う。 1置は， 1872年 2月 8日に， R. ~イヤーあてに次のような書簡を送ってい

るzmo

「私がとの論文を再び読んだ時，私自身非常に驚きました。そこにはいろい

ろな考えがぎコしりと詰め込まれすぎていて，それ故，形式においては不男全

でありますο ーーしかL，おわかりのようにz 私は，そこに否認すべき考えが

あるとはま勺た〈思っていませんロ ー・あなたはこの論文のなかに私が

私の国民経済学的諸著作のなかで断片的に論じてきた全体系を，そのなかに再

び見い出すでしょう。私は 4年間にわたる緊張した研究にしたがって独力で

国民経済学的に考えることを学んだ時，この論文が正しいということの確信を

つかみました。のちの長年にわたる古代の国民経済研究によって，私のこの確

信はまったく強められました。"司私は自分の死とともにその確信を葬るつも

りです」。

ロートベノレトゥスは他のところでこの論文を「私の最初の社会主義的な論

文」とよんでいる叩が，このように晩年のロートベルトゥスによってこの論文

が彼の全体系の出発点であるとともに，彼の思想が内容豊かに盛り込まれてい

ることが認められているーーロートベルトゥスが「早熟の思想家」と呼ばれる

所以である一一ーのであって，彼白数多い論文のなかに踏み入るにあたって，ま

た，伎の思想をトータノレに把慢する上で，この論文は非常に重要な位置を占め

ていると言えよう。

本節では，まずこの論文の骨子を追い，前節でみた彼の近代社会形成原理が

どのような認識のもとに形成されたかを考察すると左にしよう。

2の R.G. W. B.， Abt. 1V， 1972， S8. 301-302. 
27) Ebenda， 55. 330-331 
2町 Ebenda，S. 301 
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ロートベルトヮスはs 論文冒頭で， rチャーチスト集会J rバーミンガム事

件」について触れ，次の 3つの問題提起を行なっている2Gl0 1) r労働諸階級は

何を望んでいるのであろうかJo2) r他の諾噛級は彼らが望んでいるものを阻

止することができるのであろうかJo3) r彼bが望んでいるものは近代文化の

終鳶なのだろうか」。第三の問題については議論はあまり展開され Cいないが，

ほぼ ζの問題提起にそって論は展開されている。まず第ーの問題についての彼

の見解をみることにしよう c

ロートベルトゥスによれば，労働諸階級は政治的承認・政治的意義，つまり

政治的権力を要求しているように思われるが，それは彼らにとっては目的のた

めの手段にすぎない。では彼らの同的とは何か。「多くの所有(Besitz)! J， ひ

いては「時代が到達した文化段階 (Bildungsstufe)へのより多〈の参加Jr今

日の文化の恩恵へのより多くの参加J，これこそが彼らの真の目的であ品， と

ロートベルトヮスは読み取る8ヘこのように労働諸階級の要求を「翻訳JLた

上で，では，この要求に対して彼はいかなる態度をとっているのであろうか。

「是認」である。ここで是認にカッコをつけたのは，労働諸階級の要求につい

ての彼なりの「翻訳」語については是認しているということである。ロートベ

ノレトゥスにとって，彼らの要求が政治的権力の獲得そのものであれば，それは

統治形態の大変革，すなわち「共和制」に至る事態をひきおこし，諸個人・諸

国民の「不卒の原因」となるものであった叩。大変革・草命はロートベノレトゥ

スの最も嫌うものであって，これは彼の基本的姿勢であった。歴史は「妥協に

おいてのみ進歩してきた」山というのが，彼の歴史観であった。ここに，改良

主義者戸ートベノレトゥスの一面が見られるのであるが，ともあれ， ここでは彼

29) R. G. W.且， Abt目 1，Bd， 1. S. 3.吉田訳.125べ←ジ。
::10) Ebenda， S5. 3-5，吉田訳，且6-127へーシ。
31) Ebenda， S. 3，吉田訳， 126ベジ。
32) Rodbertus. Das Kapital. Vierter sozialer Brief an von Kirchmann. 1854. R ι W. B .. 

Abt. 1， Bd. 2， S. 230. 現在のところ次の 2 つの訳がある。平瀬巴之官訳『資本~， 日本評論社，
1949年。森三十郎訳『資本論~，綜合国家学研究所I 1974年。 ここでは薪訳白ページ数を記す。
152へーシ固
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の「是認」の論理を再構成することにしよう。

ロートベノレトゥスによれば，労働詰階級が今日の社会の恩恵から得ているも

のは， I人格的自由」と「形式的な平等な権利」である。その「人格的自由」

について次のように述べている叩。 I人橋的白由は確かに一つの善 (Gut) で

はあるが， しかし，それはさしあたっては消極的な善にしかすぎな L、」。とい

うのは， I人格的自由は人間にふさわしいすべてのもりの不可欠の端緒であり

基礎であるが，しかし，それ自体では，その内実を切望しどこか他のところか

らはじめてその内実を受け取る空虚な領域(leereSphare) にすぎない」から

である o また， I形式的な平等な権利」巳関しては， I万人E同じように権利

を与えられてはいるが， しかし，それほど平等にあずかっていな L、J34l0 した

がって，労働諸階級の要求はロートベノレトゥ九にとっては， I人格的自由」お

よび「形式的な平等な権利」の実現要求であった。しかもその実現はいわぼ

「普」の実現でもあった。 これらの諸権利の形式性を見抜いた労働諸階級=

「生計なき自由民」が「激情J I革命」を通じて救済要求をつきつけている，

これがロートベルトヮスの現状認識である。 I国民はもうがまんできなくなっ

た。そしてプロレタリアは計算し始めている」叩。

次に第二の問題についての彼の見解をみることにしよう。まず彼は，労働諸

階級の要求を阻止する手段として一般にもちだされる「警察J I大砲」さらに

は「マーティノ一女史の物語」を取り上げ，そうした武力あるいは道徳的説教

によっては彼らの要求を阻止できないと批判する。こうした批判の根底にある

のが伎の「現代」認識むある。

ロートベノレトゥ λ によれば拍，社会の結合原理は「人倫的自然 (sittIicher

Natur) Jであり，それを維持・強化する制度は，今までだけでなく今後も 2

つしか存在しない。ひとつは I従属 (Un匝rordnung)Jを基礎とする「紀律

33) R. G.収 B..Abt. 1. Bd. 1， S. 6，吉田訳， 127ページ。
34) Ebenda， S. 7，吉田訳， 128へ←ンo

35) Ebenda， S. 7，吉田訳， 128ペジ。
36) Eb朗 da，S. 9，吉田訳， 130ペーッ。
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の制度 (Systemder Zucht) Jであり， もうひとつは， r教育 (Erziehungund 

Unterricht)Jを基礎とする「人間形成の制度 (Systernder Bildung) J である。

そして古代においては，自由民には「人間形成の制度」が，労働諸階級には

fn己律の制度」が適用され，中世は「紀律の制度」が支配する時代であった。

彼はこのように古代・中世を把握した上で r現代」を次のように認識す

る刊。 rところで現代はこれらの諸制度のうちいずれをもっているのか。今で

はただ，前者 (r紀律¢制度」一一引用者〉の最後の堕落した残骸と，後者 cr人
間形成の制度」一一引用者〉の未熟な初歩的端緒だけである」。つまり，両制度

のはざまにあるというのがロートベルトヮ旦の「現代」認識なのである。

では，今後いずれの制度によって社会の結合を維持・強化すればよいのか。

彼自身，次のように問うている r一方の道がほとんど消え去り，他方の道が

ほとんど踏みならされていない時， どうすればよいのか。人は最初の道をもど

ることができるのか，あるいは，第二の道を前進しなければならないのか」加。

この間いに対して，彼は，進歩主義的思想に立脚しながらフラン兄草命の達成

物を視野に入れて， r一方の道」つまり労働諸階級の隷属化は不可能であると

する。 r前世紀の人間の諸理念は，その勝刺を祝い，労働諸階級を人格的従属

とそれに照¥，&tする権力から解放したJ39)0 i人は歴史のどんな世紀をも元にも

どすことはできないJ4C)o それ故， rどんどん進めという社会標語以外何も存在

しない」山。このように， 進歩主義的思想， 人格的従属からの解放という認識

をもって，ロートベルトヮスの目はつねに歴史の前方に注がれている。こうし

た観点から，彼は，歴史の後方しかみたい，つまり「紀律の制度」の復活を企

てようとする人々を批判しているのである。

したがって， r人間形成の制度」による社会結合，これがロートベルトゥス

37) Ebenda. S. 10，吉田訳， 130へージ0

38) Eb開 dιS.12，吉田"" 131ベーシ。
39) Ebenda， S. 10，吉田訳， 130ベーシ。
40) Eb四 da，S. 12，吉田訳， 131ベージ0

41) Ebenda， S. 13.古田訳， 132ヘジ。
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のとるべき道であった。前節でみた彼の思想的底流がここに形成されるのであ

るが，それは，直接的には，進歩主義という彼の基本姿勢をもとに，古代・中

世・近代の歴史比較，その結果の「紀律の制度」から「人間形成の制度」への

転換点という「現代」認識のもとに，形成されたものであると言えよう。

では，この|人間形成の制度」への転換をどのようにして行なおうとするの

か。もちろんロートベルトヮスにとっても，それへと至る道は平担亡何の障害

物もない道ではない。というのは，彼によれば，労働諸階級には「人間形成の

制度」を利用する余裕すらなく iおびただしい数の野蛮人J i精神と道徳に

ついて野蛮な人」によヮて「文明そのものの母体から国民的暴動が今にも起こ

りそうな状態J"Z)が現実なのである。ではその「第二の道」の真の障害物は何

か。 i自由な取引 (Verkehr) が告働者に，平均じて必要生計費以上の主のを

与止ない， という現代の国民経済の〈つがえすことのできない真理JW これ

こそが「人間形成の制度」による社会形成の真の障害物である。潜在的可能性

として， iある階級だけに芸術と学問の基礎である富が提供されるのではなく

て，労働者にも必要生計費以上のものが与えられうる経済状態」にある「現在J，

それが実現しないのは， i法的・国家的経済制度」に原因があるω， これが，

新たな社会形成の阻止要因についてロートベルトゥスが〈だした最終診断であ

る。

したがって， ロートベルトク旦にとって， i人間形成の制度」による社会結

合を実現するという問題は， ここに至って， i法的・国家的経済制度」の改革

論へと帰結する。つまり，ここにロートベルトクコスの経済学が導入されるので

ある。 i人間形成の制度」によ志社会形成→経済学研究，ここにロートベルト

ゥλ の「全体系」の骨格が形成されるのである。

ところで，この「法的・国家的経済制度」という概念によってロートベルト

ゥスが表象Lているものは， iレンテを産む所有 (rentierendEigentum) Jで

4の Ebenda. S. 13.吉田訳， 132へージ。
43) Ehenda， S. 12，吉田訳.131ベージ。
4時 Ebenda，S. 15，吉田訳.133ベージu
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ある。つまり， i労働することなくその所有者にレンテを与える」所有制度で

ある船。この ivンテを産む所有の専制J.これがロートベノレトヲスの言う「法

的・国家的経済制度」である。彼によれば，その専制下にある限り，たとえ生

屋性が上昇したとしても(機械の発明).労働者には「その労働力 (Arbeitkraft)

を維持し，その子孫のうちに自己を更新するのに必要なもの」しか与えられ

ず'"九又，社会の%がノレンベγ化する一方で. i過剰生産 (Zuvielproduktion)J 

が発生する刊。それ故3 この「レンテを産む所有」の揚棄，とれこそが新たな

社会形成の根本問題として捉えられることになる。

この，新たな社会形成のための抜本的処方築に，今少し注視すれば， iレン

テを産む所有」にかわるものとしてロートベルトゥスが打ち出しているものは，

「生産物所有 (Eigentu:nan Produkt)J である。つまり，土地および資本を

社会の共有財産とした上での. iなされた労働量に応じた労働者の所有」であ

る山。そして，その「生産物所有」を完全に実現するために，彼はさらに「新

たな貨幣J，つまり「労働者によって規定時間内に取引に供給される財に応じ

て，労働者に与えられる労働時間という無差別な形式での証明書」であり，

「他の財の任意のものに対する指図証券」である労働貨幣の導入を提唱してい

る由。その導入により，労働は「所有の構成原理」としてだけではなく， i所

有の分配原理」としても機能し，生産性の上昇にみあった労賃が労働諸階級に

与えられる。たとえば，機械の発明は労働諸階級の物質的改善に直接役立ち，

機械は「古代の奴隷の地位」に置かれ i古代の自由人の社会」つまり「人間

形成の制度」による社会が実現される町、以上が，ロートベルトゥスが新しい

社会形成について描いた構図であった。つまり， iレYテを産む所有」の揚棄，

「生産物所有」の確立，労働貨幣の導入，これがロートベルトゥスの現想社会

45) E目benda，S. 17，吉田訳， 134-.' ジ。
46) Ebenda， S. 21，吉田訳， 136ペジ0

47) Ebenda， 5. 23，吉田訳， 138ベージ。
48) Ebe冗da，S5. 1字国，吉田訳， 134ベージ。
49) Ebenda， 55. 18-19，吉田訳， 134-135ベージ。
50) Ebenda. S. 23，吉田訳， 13Bページ。
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の礎石であった。

しかしながら， このロー lベノレトヮスの抜本的処方言語の実行じ彼の眼前に

横たわっている労働諸階級の状態との聞には，あまりにも時間的な隔たりがあ

りすぎる。このことを彼自ら認めている。 I現在がその実現から非常にかけ離

れていること，その結果そこに至るのはまだかなり先のことであるということ

も同じく確かである」山。しかし，そうは言うものの，現実問題として「国民

的暴動」が今に主おこりそうな状態がある O こうしたジ l/'/マのなかで打ち出

されるものが，彼の妥協案である。さきの抜本的処方婆を彼の長期的プランと

すれば， これは短期的プランと言えるものであるo

ロートベルトヲスの短期的プラン，それは直接的には， I政府の優位 (die

Machtstellung der Regierung)Jによる「レンテを産む所有の専制」の阻止で

ある印。彼は I現在の制度から新しい制度へと至る出発点」として 3つの要

求を政府・国家につきつけている問。第一の要求は，土地・資本所有を犠牲に

することなく (1レンテを産む所有Jの温存)， 1より多くの所有Jという労働

諾階級の要求に答えること，そのために第二の要求として，生産性にみあった

労賃を実現すること，第三の要求は，景気の変動から労働諸階級を保護するこ

とである。このように， ロー tベノレトヲスは変苧・改良の主体を政府・国家に

見い出すのであるが，それは，後進国ドイツにおける労働諾階級の未成熟とい

うことを考慮Lてのこと Cあった。寸でにみたように， 1精神と道徳について

野蛮な人」と L、うのが彼の労働者観であったが， ロートベノレトゥ R 白身がある

階級に立脚してそう捉えたものだとは思われない。彼の労働者の背後には，

「現実」がそうした「野蛮な人」を生み出t-，労働諸階級は「今日の文化段階」

から排除されている正いう認識がある。あえて言えば，インテリ Eいう立場か

らの労働者観であった。したがって，これらの 3つの要求を政府・国家につき

つけるにあたっても，彼は， 1労働諾階級の物質的状態の継続的改善」と，彼

51) Ebeπda， S. 19，吉田訳， 135ページ。
52) Ebenda， S. 25.苦凹訳， 139ペーν。
53) Ebenda， SS. 24-27参照。吉田訳， 139-140ベーシ。
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らのもとでの「自由の成果」の成熟を維持すべしとつけ加えている5430 由家

社会主義者ロートベルトゥスは，ある意味では，未成熟な労働者をかかえこん

だ後進国ドイツの実態の反映 Eあると言えよう。

以上の 3つの要求に続し、て， ロー lベノレ lク夕、は，それらに対する「政府の

対策Jとして，次の 3つの事項を列挙している;;)。第ーは，生活働によるすν て

の財の法的価値規定を行なうこと，第二に，その価値規定と密接に関連した貨

幣，つまり労働貨幣を導入し，労働者の賃銀支払いにあてるとと，第三に，生

産物の貯蔵システム (Magazinierungssystem)を創設L，そこで労働貨幣と生

産物の交換を行なうことである。このように，労働諸階級の諸要求に対して，

ロートベノレトゥ λ が短期的フ。ランとして提案するものは，結局のところ，労働

貨幣ということにつきる。しかも，この労働貨幣論は，のちの「標準労働日」

0871年〉叩にみられるように，彼の経済改革案のかわることのない主要なも

のであった。この彼の短期的プランを長期的プランと比較すれば，確かに「後

退」と受け取ることも可能であろうが6り， しかし， ロートベノレトゥ λ に内在し

てみれば，急激な変草は国民経済全体をJ破壊的混乱に陥れるものであった。ロ

ートベル lゥスにとって， i近代文明」を破壊することこそ，歴史の「後退」

であったと言えよう。

彼は最後に次のように述べてこの論文を終えている冊。 iこれらの示唆がた

とえ空想的にみえようとそう Eなかろうと，つねに，上述の 3つの要求を満た

すことは，近代の設も重要な課題であり，近代文明の死活問題である」。

IV 結びにかえて

以上~ートベルトヮスの「普通選挙権の問題と歴史について」という論文

54) Ebenda， S. 25，占田訳， 139ヘジ。
55) Ebenda， S. 30参照。吉田訳， 141-142ペシ/。
56) Rodbertus， Der Normalarbeitstag， 1871， R. G. W. B.， Abt. 1， Bd. 2. 
57) 前掲吉田論文「ロードベルトゥスの最初の論文についてJ，73へ ジ。
58) R. G. W. B.， Abt. !， Bd. 2， S. 31.吉田訳， 142へジ。
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を手がかりに，そこにみられた教育による人間・社会形成という彼の社会構想

を，処女論文「労働諸階級の諸要求」にまでさかのぼり考察してきたわけであ

るが，乙こで彼の思想的枠組を要約すればs 次のようになるであろう。

「教育」による「人間形成の制度」に立脚しに社会形成， ζれがロー卜ベノレ

トクスの「近代」社会形成原理であった。しかしその「人間形成の制度」への

転換は容易ではない。まずその第歩として i人間形成の制度」への参加

(精神的向上〕を可能にす墨労働諸階級の物質的向上が火急の要件となる。そ

のためには，彼らの物質的向上を不可能にしている「レンテ者産む所有の専

制」を，少な〈とも阻止しなければならない。ここに出てくるのが彼の国家を

主体にした国家経済改革(革命ではなく継続的改良〉であって，その主たる提

案は標準労働日の制定，労働貨幣の導入であった。

逆に，こうした思想的枠組から，標準労働日の制定，労働貨幣の導入→労働

諸階級の物質的向上→「人間形成の制度」による社会形成，という政策論的順

序が帰結する。

このようにロートベノレトク只の思想的枠組を捉えることによって，彼の経済

学と思想との連関が明らかになる。最初に触れたように，ロートベルトゥスの

社会思想を論じることは全〈の愚だとした平瀬氏が， i彼の分配論は経済学と

社会主義とをつなぐかけ橋である」と述べておられる抑が，それらはロ トベ

ノレトゥ λ のなか己は有機的に結合し-cいるりである。つまり J 彼旧経済学，分

配論の背後には，それらを包括する思想的枠組一一「人間形成の制度」による

社会形成という， ロートベルトクスにとヮては歴史必然的な未来社会のピジョ

Yがあったと言えよう。

支， ロートベノレトクスを「ユートピア YJ， i国家社会主義者」と捉えるこ

とに一言すれば，確かにそれらはロートベルトゥスの一面を亘し〈捕写Lたも

のと言えるが， しかし，それらがロートベノレトヮ旦をトータルに否定する νッ

テノレであれば問題である。後進国ドイツという場のなかでロートベルトゥスの

59) 平瀬，前掲書.20ベージ。
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思想をみた場合，国家主導の改良による「人間形成の制度」に立脚した社会形

成という思想的枠組向〉は，非常に現実的な意味を持っていたと言える。革命よ

りも分配上の改草，教育による人間形成の重要性， これらは今日の後進国に対

しでも，一つの示唆を与えていると理解できないであろうか。当時の先進国イ

ギリスを中心にインターナ V ョナノレな立場に立っていたY ルク z・L ンゲノレ月

には見えなかったものを，後進国ドイツにこだわり続けたロートベルトゥスが

捉えたと言ってよいであろう。 I啓蒙に義務づけられた進歩観の信奉者J6Da 

-トベルトヲスは，後進国ドイツの思想的反映物に他ならない。

60) これまでの議論かり明らかなように，ロートベルトゥスの「社会」は，国家に対立する社会で
はなく，国家のなかに包摂さるべき社会であって，一言でいえば， i固ま社会」であった。した
がって， ロートへルトフスは，国家社会主義者であると同時に，国家社会主義者でもあって，後
者の立場からすれ同担は， ドイツに特有な思想を体現した思想家であると言えよう。

61) G. Rudolph. a. a. 0.. S. 44 


